
あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、特定外来生物であるクビアカツヤカミキリによる樹木の被害の拡大を

防止し、生物多様性の保全を推進するため、市内の樹木の所有者又は管理者に対し、クビ

アカツヤカミキリの防除及び被害木の伐採に要する経費の一部を補助するに当たり、あき

る野市補助金等交付規則（平成７年あきる野市規則第２９号）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「被害木」とは、フラス（木くずとクビアカツヤカミキリの幼虫

の排せつ物が混ざった物をいう。）が確認されている樹木で、クビアカツヤカミキリによ

る被害があると市長が認めるものをいう。

（補助対象者）

第３条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

（１） 市内の被害木又はクビアカツヤカミキリによる被害を受けるおそれがあるサクラ、

ウメ、モモ（ハナモモを含む。）、スモモ等のバラ科の樹木の所有者又は管理者

（２） 既に納期の経過した分の市税を完納している者

（補助対象事業）

第４条 補助の対象となる事業は、東京都が作成するクビアカツヤカミキリ防除の手引に沿

って次に掲げる対策を行う事業とする。

（１） 薬剤（農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）により登録されている農薬に限る。

以下同じ。）による幼虫の防除又は粘着剤、薬剤若しくはネット巻きによる成虫の

防除（以下これらを「防除」という。）

（２） ９月から翌年の３月までの間に行う被害木の伐採及び焼却、チップ化等による処

分（以下「伐採」という。）

（補助対象経費）

第５条 補助対象経費は、防除又は伐採に要すると市長が認める経費とする。

（補助金額）

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる対策の区分に応じ、当該

各号に定める額とし、合計２０万円を限度とする。この場合において、１，０００円未満

の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

（１） 防除 補助対象経費（防除に要する経費に限る。）の２分の１の額又は１０万円

のいずれか低い額

（２） 伐採 補助対象経費（伐採に要する経費に限る。）の２分の１の額又は２０万円

のいずれか低い額

２ 補助は、同一の対策の区分に対して１回限りとする。

（交付申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業補

助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

（交付決定等）



第８条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助の

可否を決定し、あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金交付（不交付）決定通知

書（様式第２号）により当該申請をした者に通知するものとする。

（交付請求）

第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）は、速やかにあきる

野市クビアカツヤカミキリ対策事業補助金交付請求書（様式第３号）により市長に請求し

なければならない。

（交付）

第１０条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

（事業内容の変更等）

第１１条 補助決定者は、補助事業の内容の変更又は中止若しくは廃止をしようとするとき

は、あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業変更等承認申請書（様式第４号）に関係書

類を添えて、市長に申請しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、補助事業の内容の変更又は中止

若しくは廃止を承認したときは、あきる野市クビアカツヤカミキリ対策事業変更等承認書

（様式第５号）により当該補助決定者に通知するものとする。

３ 前項の規定による承認を受けた補助決定者は、既に補助金の交付を受けている場合は、

変更又は中止若しくは廃止の内容により、補助金の全部又は一部を返還しなければならな

い。

（実績報告）

第１２条 補助決定者は、補助事業完了後、速やかにあきる野市クビアカツヤカミキリ対策

事業補助金実績報告書（様式第６号）に関係書類を添えて、市長に報告しなければならな

い。

（決定の取消し）

第１３条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

（２） この要綱又は交付の条件に違反したとき。

（補助金の返還）

第１４条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補

助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

（書類の保管）

第１５条 補助決定者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び補助事業の実施状況を

明らかにした書類を当該補助事業完了後５年間保管しなければならない。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

（この要綱の失効）

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第７条の



規定による申請がなされたものについては、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。


